
 

永平寺町ソフトボール協会規約 

 

当初制定 平成１８年 ４月 １日 

最終改定 平成３１年 ３月１６日 

（名称） 

第１条 本協会は、永平寺町ソフトボール協会（以下、「本協会」という。）と称する。 

 

（事務局） 

第２条 本協会の事務局は協会の事務局長宅に置く。 

 

（目的） 

第３条 本協会は、ソフトボール競技の健全な普及発展を図り、永平寺町体育文化の発展に寄与

することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) 永平寺町に於けるソフトボール競技大会の主催、共催および後援 

(2) ソフトボール競技の県大会への永平寺代表チーム並びに選手の推薦 

(3) ソフトボール競技の普及、発展並びに技術向上に関する研究、指導 

(4) その他、目的を達成するために必要な事業 

 

（会員） 

第５条 本協会は次の会員で組織する。 

(1) 特別会員 本協会の進展にこれまで尽力された者で本協会が推薦した者 

(2) 一般会員  当該年度において本協会に登録したチームに所属する者 

２ 会員は、登録事項に異動が生じた時は、速やかに本協会にその旨を届けなければならない。 

 

（役員） 

第６条 本協会に次の役員を置く。 

(1) 会長  １名 

(2) 副会長  １名 

(3) 理事長  １名 

(4) 副理事長  １名 

(5) 理事  該当数 

(6) 事務局長  １名 

(7) 事務局次長 １名 

(8) 監事  １名 

 



（役員の選任） 

第７条 会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長および監事は、役員改選前の

年度末の理事会にて選任する。 

２ 理事は、当該年度において本協会に登録した全チームの代表者とする。 

３ 理事は、他の役員を兼ねることができる。 

４ 理事を除く役員は、他の理事を除く役員を兼ねることができない。 

 

（役員の任務） 

第８条 役員の任務は次のとおりとする。 

(1) 会長は、本協会を代表し、会務を統轄する。 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 

(3) 理事長は、本協会が行う事業を統轄する。 

(4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。 

(5) 事務局長は、本協会の事務および会計を処理する。 

(6) 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは、その職務を代行する。 

(7) 監事は、本協会の会計を監査する。 

 

（役員の任期） 

第９条 理事の任期は１年、理事を除く役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。 

３ 理事を除く役員は、任期を終了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。 

 

（顧問） 

第１０条 会長は、必要に応じ、本協会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、本協会の運営に対して助言を行う。 

３ 顧問の任期は、会長の任期が終了するまでとする。 

 

（理事会） 

第１１条 本協会に理事会を置く。 

２ 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事、事務局長、事務局次長および監事をも

って構成する。 

３ 理事会は、必要あると認めたときに、会長が招集し、開催する。 

４ 会長は、理事会に顧問を出席させることができる。 

 

（理事会の業務） 

第１２条 理事会は次のことを行う。 

(1) 規約の改正 

(2) 事業計画の決定 

(3) 予算と決算の承認 



(4) 理事を除く役員の選任 

(5) その他、本協会の目的の達成のために必要な事項 

 

（理事会の議決） 

第１３条 理事会は、構成員の２分の１以上の出席がなければ成立しない。 

２ 理事会の議長は、理事長があたる。 

３ 理事会の議事は、出席者の過半数をもって、これを決定する。 

 

（チーム登録） 

第１４条 本協会が主催または共催する各種大会および福井県ソフトボール協会が主催する大会

の予選に参加しようとするチームは、毎年度、本協会が定める期日までに、所定の申込

書と定められた会費を添えて提出し、本協会に登録しなければならない。 

２ 一旦納付された会費は、理由の如何を問わず返金しない。 

３ 新たに本協会に登録するチームは、永平寺町内に居住または勤務する者を９名以上含めて構

成しなければならない。 

 

（会計） 

第１５条 本協会の経費は、次に掲げるもので充当する。 

(1) 会費 

(2) 補助金 

(3) その他の収入 

２ 本協会の会計年度は、毎年１月１日に始まり１２月３１日に終わる。 

３ 会計に関する書類の保存期間は理事会における決算の承認後３年間とする。 

 

附則 

１ この規約は平成１８年４月１日から施行する。 

２ この規約は平成２４年２月１８日から施行する。 

３ この規約は平成２６年２月１５日から施行する。 

４ この規約は平成３１年３月１６日から施行する。 



平成２６年 ２月１５日 

最終改定 平成３１年 ３月１６日 

 

 

永平寺町ソフトボール協会規約第１４条第３項の運用について 

 

永平寺町ソフトボール協会 

 

１ 参加チーム数の上限を１２チームとして、本協会の規約で定めた新規登録の条件を満たさな

いチームの新規登録を認める。 

２ 新規登録を希望するチームが複数あることにより、参加チーム数の上限を超える場合は、優

先順位を次の通りとする。 

① 本協会の規約で定めた新規登録の条件を満たすチーム 

② 代表者が永平寺町内に居住または勤務する者であるチーム 

③ ①②以外のチーム 

３ 参加チーム数が１２チームを超える場合であっても、本協会の規約で定めた新規登録の条件

を満たすチームは、本協会へ新規登録できる。 

４ ２の②③に該当するチームは、新規登録１年目は仮登録とし、１年目の全試合が終了した後

の理事会において承認を受けた場合に正式登録する。（理事会において承認されなかった場合は

２年目の登録はできない。） 

５ ４で規定する仮登録のチームは、本大会の出場する資格を有している場合でも、本協会の持

つ出場枠により県大会※に出場することはできない。 

（※県民ソフトボール大会） 

６ この運用の改廃については、理事会において決定する。 

 

＜永平寺町ソフトボール協会規約 第１４条第３項＞ 

新たに本協会に登録するチームは、永平寺町内に居住または勤務する者を９名以上含

めて構成しなければならない。 

 

 


